
令和８年度 

固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却資産）納税通知書 別紙 
 

 

 

１ 課税の根拠 

この税金は，賦課期日（１月１日）現在，ひたちなか市に固定資

産（土地・家屋・償却資産）を所有している方に対して課税される

ものです。地方税法第３４２条及び第７０２条（課税客体等）並び

にひたちなか市市税条例第５４条及び第１５２条（納税義務者等）

の各規定によって，本年１月１日現在，市内に所在する固定資産

に対して，固定資産税及び都市計画税が課せられます。 
 

２ 延滞金 

納期限までに税金が完納されないときは，その翌日から税金

完納の日までの期間の日数に応じ税額（1,000 円未満の端数

があるとき，又はその全額が 2,000 円未満であるときは，その

端数金額又はその全額を切り捨てます。）に年 14.6％又は各年

における延滞金特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法

第９３条第２項の規定により告示された割合に年１％の割合を加

算した割合をいう。令和２年以前については，延滞金特例基準割

合を特例基準割合に読替える。以下同じ。）に年７．３％の割合を

加算した割合のいずれか低い方（納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間については，年７．３％又は各年における延滞

金特例基準割合に年１％の割合を加算した割合のいずれか低い

方）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金が徴収され

ます。ただし，算出した延滞金額に１００円未満の端数があると

き，又はその金額が 1,000 円未満であるときは，その端数金額

又はその全額を納める必要はありません。 
 

３ 督促等 

納期限までに税金が完納されないときは，督促を受け，かつ

督促状が発付（納期限後２０日以内）された日から起算して１０日

を経過した日までにこの税金に係る徴収金が納付されない場合

においては，滞納処分を受けることになります。 
 

４ 審査申出等 

納税者は，固定資産の価格について不服がある場合は，この

通知書を受取った日の翌日から起算して３か月以内に固定資産

評価審査委員会に対して審査の申出ができます。この審査の申

出に係る上記委員会の決定に対してのみ取消しの訴えを提起す

ることができることが地方税法第４３４条で定められています。 

固定資産の価格以外の事項について不服がある場合は，この

通知書を受取った日の翌日から起算して３か月以内に市長に対

して審査請求をすることができます。 

この処分の取消しを求める訴えは，前記の審査請求に対する

裁決を経た後に，当該裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に，ひたちなか市を被告として（市長が被告

の代表者となります。）提起することができますが，①審査請求

があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がない

とき，②処分，処分の執行又は手続きの続行により生ずる著し

い損害を避けるため緊急の必要があるとき，③その他裁決を経

ないことにつき正当な理由があるときは，審査請求の裁決を経

ないでも処分の取消しの訴えをすることができます。 
 

５ 税率 

 固定資産税 ＝ 課税標準額 × 税率（１.４％） 

都市計画税 ＝ 課税標準額 × 税率（０.３％） 
 

６ 都市計画税について 

都市計画税は，都市計画事業や土地区画整理事業に要する費

用に充てるために課せられる目的税です。都市計画法第５条の

規定により都市計画区域として指定されたもののうち，①市街

化区域内に所在する土地・家屋，②市街化調整区域内で，都市計

画事業のうち下水道事業により受益する土地・家屋が対象にな

ります。都市計画区域内の道路，公園，下水道等の街づくり事業

のために充てられています。 
 

 

納付場所は下記のとおりです。金融機関名，コンビニエンスストア名等については納付書裏面を参照してください。 

◎ひたちなか市指定金融機関     ◎ひたちなか市収納代理金融機関    ◎全国の地方税統一ＱＲコード対応金融機関 

◎（株）ゆうちょ銀行・郵便局     ◎コンビニエンスストア等       ◎ｅＬＴＡＸ（地方税お支払サイト） 

※納付書が使用できる期限は，各納期限の日までです。 

※全国の地方税統一ＱＲコード対応金融機関については，地方税ポータルシステムサイトをご覧ください。  
 

納付の際は，以下の点にご注意ください。                                      

○全国の地方税統一ＱＲコード対応金融機関での納付は，ＱＲコードが印字してあるものに限ります。    

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 
 

○（株）ゆうちょ銀行・郵便局で納付される方 

・ＱＲコードの印字がある納付書は，全国のゆうちょ銀行・郵便局でご利用いただけます。 

※ＱＲコードの印字がない場合は，関東各都県及び山梨県内の各支店・各局に限ります。             
 

○コンビニエンスストア又はスマートフォン決済アプリで納付される方 

・一枚の納付額が，３０万円以下のもの（バーコードが印字してあるもの）に限ります。 

・コンビニエンスストアで納付される方は，納付する納付書のみ，レジに提示してください。 

・スマートフォン決済アプリで納付される方は，納付する納付書のバーコードのみ，読み取りしてください。 

固定資産税・都市計画税の課税について  

納付場所  

＜裏面に続く＞ 

スマートフォン等で拡大して 
内容をご覧いただけます。 



 
 

この明細書は，本年度の賦課期日（令和８年１月１日）現在，あなたの所有で課税の対象となる資産（土地・家屋）について記載したものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ｑ 私は，令和４年９月に住宅を新築しま

したが，令和８年度分から家屋の税額が高

くなっています。なぜでしょうか？ 
 

Ａ 一定の要件を満たす新築の住宅につ

いては，減額措置が適用されるため，新た

に固定資産税が課税されることになった

年度から３年度分（長期優良住宅の場合は

５年度分）に限り，税額が最大で２分の１に

減額されます。あなたの場合は，令和５・

６・７年度分について税額が減額されてお

りましたが，令和８年度分からこの減額措

置の適用期間が終了し，本来の税額にな

るからです。（長期優良住宅の場合は，令

和８・９年度分も減額されます。） 

Ｑ 私は，令和７年１０月に住宅を壊しま

したが，令和８年度分から土地の税額が高

くなっています。なぜでしょうか？ 
 

Ａ 一定の要件を満たす居住用の家屋が

建っている土地については，その税負担

を特に軽減する必要から課税標準額の特

例措置が適用されます。住宅を壊したり，

住宅として使用しなくなったりしたときは，

この特例の適用対象から外れるため，税

額が上がることになります。 

Ｑ 私は，令和７年１１月に土地と家屋の

売買契約を締結し令和８年３月には買主

への所有権移転登記を済ませました。 

令和８年度分の固定資産税は誰に課税さ

れますか？ 
 

Ａ 令和８年度分の固定資産税は，あなた

に課税されます。地方税法の規定により，

土地と家屋については賦課期日（毎年１月

１日）現在，登記簿に所有者として登記さ

れている人に対し当該年度分の固定資産

税を課税することになっているからです。

ひたちなか市 資産税課 ０２９－２７３－０１１１（代表） 

土地に関すること   内線２３１１５・２３１１６    家屋に関すること  内線２３１１１・２３１１２ 

償却資産に関すること 内線２３１１３・２３１１４    送付先に関すること 内線２３１１３・２３１１４ 

課税明細書の見方について  

Ｑ＆Ａで固定資産税の質問にお答えします 

お問い合わせ先 

🏠 
🌤 

① 上段が登記上の地目，下段が課税上の地目です。 ⑥ 土地１筆分の固定資産税の額で，課税標準額に税率1.4％を乗じた額です。

② 上段が登記上の地積，中段が課税対象となる現況の地積です。 ⑦ 土地１筆分の都市計画税の額で，課税標準額に税率0.3％を乗じた額です。

③ 土地の評価額です。 ⑧ 上段が小規模住宅用地，中段が一般住宅用地，下段が住宅用地以外の土地の地積です。

④ 土地の固定資産税の課税標準額です。上段に今年度，下段に前年度の課税標準 ⑨ 課税標準額を小規模住宅用地，一般住宅用地，住宅用地以外の土地に区分した額です。

　 額が表示されます。地目の変換があった場合には，類似する土地の前年度課税 ⑩ 本来の課税標準額に対する前年度課税標準額の割合が表示されます。

　 標準額に比準した額が下段に表示されます。

　※住宅用地の特例や負担調整措置が適用される場合には評価額と一致しません。  小規模住宅用地…居宅一戸あたり200㎡以下の住宅用地

　※都市計画税の課税標準額の欄も同様です。  一般住宅用地…居宅一戸あたり200㎡を超える部分の住宅用地

⑤ 負担調整措置が適用されない場合の本来の課税標準額です。  上記以外の土地…住宅用地以外の土地

　※負担調整措置とは，地価の上昇による税負担の増加が緩やかになるように調整

　　する仕組みです。

⑪ 上段が家屋の種類（居宅，事務所等），下段が家屋の構造（木造，軽量鉄骨造 ⑯ 家屋の固定資産税の課税標準額です。

　 等）です。 ※都市計画税の課税標準額の欄も同様です。

⑫ 登記上の家屋番号です。未登記家屋の場合には未登記と表示されます。 ⑰ 家屋の新築による軽減等に伴う固定資産税の軽減税額が表示されます。

⑬ 上段が登記上の床面積，中段が課税対象となる現況の床面積です。 ⑱ 家屋１棟分の固定資産税の額で，課税標準額に税率1.4％を乗じたものから軽減税額

⑭ 新築家屋の軽減等の軽減措置がある場合にはその情報が表示されます。 　 （⑰の金額）を引いた額です。

⑮ 家屋の評価額です。 ⑲ 家屋１棟分の都市計画税の額で，課税標準額に税率0.3％を乗じた額です。

※端数処理の都合上，相当税額の合計額が実際の固定資産税・都市計画税の税額と一致しない場合があります。

※この明細書には，償却資産の記載はありません。

前年度課税標準額又は比準課税標準額(円) 軽減税額(円)

 現況地目又は構造  現況地積又は床面積(㎡)  現況階層 減免税額(円) 相当税額(円)

区分  土地又は家屋の所在地 不動産番号
固
定

課税標準額(円) 本則課税標準額(円)

 登記地目又は種類・用途  登記地積又は床面積(㎡)  建築年

評価額(円)

相当税額(円)

小規模住宅用地
都計

負担水準
一般住宅用地

上記以外の土地

 家屋番号又は共用土地の持分割合  非課税地積又は床面積(㎡)  現況屋根
都
計

課税標準額(円) 本則課税標準額(円)

 備考 前年度課税標準額又は比準課税標準額(円) 軽減税額(円)

減免税額(円)

 宅地 201.26 0 11,988

土地  東石川２丁目１０番１
固
定

856,294 856,294

 宅地 201.26

5,105,8050.00
都
計

1,712,589 1,712,589

1,739,018 0

0

上記以外の土地 0.0000.00 0 0.000 0

一般住宅用地 1.015

5,137

小規模住宅用地 1.015

55,474

 木造 122.55  １階建 0 57,833

家屋  東石川２丁目１０番１
固
定

8,093,400

 居宅 122.55  令和７年

8,093,400 １０－１ 0  瓦葺
都
計

8,093,400

 新築住宅軽減　令和１０年度まで適用 0

0

一般住宅用地

24,280

小規模住宅用地

土地

家屋

※ひたちなか市内に同一人が所有する土地，家屋，償却資産について，それぞれの固定資産税課税標準額の合計が免税点（土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円）未満の
　 場合は，固定資産税は課税されません。また，免税点未満の場合，明細書は添付しておりません。

上記以外の土地

都計
課税標準額

(円)

200.00 845,639 1.015 1,691,279

1.26 10,655 1.015 21,310

地積
固定

課税標準額
(円)

固定
負担水準

869,508 0
①

②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨
⑩ ⑨ ⑩

⑪
⑬

⑫
⑭

⑮

⑰
⑱

⑲

⑯


